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　　　　　　　田代中学校の運動部活動等運営方針 

 

Ⅰ　運動部活動の意義と本方針の趣旨 

　　本方針は、田代中学校の運動部活動等に所属する生徒にとって望ましいスポ

　ーツ環境を構築するという観点に立ち、運動部活動等が以下の点を重視して、

　地域、学校、競技種目等に応じた多様な形で最適に実施されることを目指す。 

・　知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む、「日本型学校教育」の意義を踏

まえ、生徒がスポーツを楽しむことで運動習慣の確立等を図り、生涯にわたって心身の

健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を図ると

ともに、バランスのとれた心身の成長と学校生活を送ることができるようにする。 

・　運動部活動は、生徒の自主的も自発的な参加により行われ、学校教育の一環として教

育課程との関連を図り、合理的でかつ効率的・効果的に取り組むようにする。 

・　学校全体として運動部活動の指導・運営に係る体制を構築する。 

Ⅱ　適切な運営のための体制整備 

　１　校長の取組 

　（１）教育目標や本方針に則り、毎年度「学校の運動部活動等運営方針」を作成し、ＰＴ

　　　Ａ総会やホームページ等で公表する。 

　（２）教育上の意義や、生徒や指導者の負担が過度とならないことを考慮して参加する大

　　　会等を精査する。 

　（３）担当の複数配置や、適正な数の運動部活動設置を目指す。 

　（４）校内に学校の教職員、保護者、指導者等による部活動運営委員会を設置し、部活動

　　　の運営について理解と協力を得る。 

　２　指導者の取組 

　（１）指導者は、適切な活動日数や活動時間を設定し、年間計画、月間計画を立て、生徒

　　　や保護者に活動の見通しをもたせながら運動部活動を展開するよう努める。 

　（２）指導者は、生徒とコミュニケーションを十分に図り、それぞれの目標を達成できる

　　　よう、科学的トレーニングの積極的な導入等により、短時間で効果が得られるよう指

　　　導を行うよう努める。 

【各部の活動計画作成に当たって】 

・　学校教育目標及び「学校の運動部活動運営方針」等を基に計画する。 

・　生徒の発育や発達の段階、運動能力、競技経験等を考慮する。 

・　参加する大会等の時期を考慮し、基礎練習期、試合想定練習期、大会期、休養期の設

定等、活動と休養の適正なバランスに配慮する。 

・　運動会等の学校行事に配慮する。 

・　安全面を考慮し、最終下校時刻を設定する。 

 

 



Ⅲ　適切な休養日等の設定 

　　運動部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、

　運動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、

　以下の基準を定める。 

　１　基準 

　（１）休養日は、「平日の１日」と原則として「土・日曜日いずれかの 1 日」とする。 

　　　・　大会等への参加などにより土曜日・日曜日の２日間を活動した場合は、休養日を

　　　　他の曜日に振り替える。 

　　　・　第１・第３日曜日は、休養日とする。   
　（２）長期休業中の扱いも学期中に準ずる。 

　（３）夏季休業中と年末年始の学校閉庁日は、休養日とする。 

　（４）定期試験の前の一定期間を休養日とする。 

　（５）文化的活動を主とする部活動においても同様とする。 

  （６）職員会議等の計画的に実施される会議があり、部活動顧問が活動の見届けをできな

　　　い場合は休養日にする。 

  （７）急遽計画された会議等で部活動顧問が活動の見届けをできない場合は、安全配慮を

　　　徹底した上で生徒に的確な指導や指示をして活動させる。 

 

　２　活動時間について（活動時間には、移動時間や準備、後片付け、ミーティ

　　ング等はその時間に含まない。） 

　（１）平日の部活動 

　　　　１日の活動時間は、２時間程度とする。 

 
　　 　　　　　　　　　 ４月～１０月上旬 １０月中旬～３月

 
　　 　活動終了時刻　　 １８：３０ １７：４０

 
　　 　下校完了時刻　　 １８：５０ １８：００ 
　　 (スクールバス時刻)

　　　・部活動強調月間においても、終了時刻は厳守する。 

　（２）学校休業日及び長期休業中の部活動 

　　　　１日の活動時間は、３時間程度とする。 

 
　　 　午前(又は午後)　 ８：００～１６：００の間

　　　・大会や練習試合においては、この限りでない。 

 

  ３　活動計画について 

  （１）【１　基準】と【２　活動時間】の取り決めのもと、１か月程度先を見通せる活 

　　　動計画を作成し、部員や保護者に周知すること。 

  （２）休日の活動については、指導者は管理職の承認を事前に得ること。     
  （３）指導者、部員、保護者、管理職、それぞれの立場から活動計画をチェックし、無理

　　　のない適切な活動になるようにすること。 

 

 

 



Ⅳ　運動部活動の事故防止 

　１　事故防止 

　（１）生徒が常に安全に活動できるよう、指導者の下で行う。 

　（２）事故防止や事故発生時に対応するマニュアルを作成する。 
　（３）使用する施設については、練習前に状態を確認するよう習慣づけ、定期的に点検補

      修を行う。 
　（４）可動式器具の移動及び設置の際には、定められた手順に従い、転倒等の事故がない

　　　ように注意する。 
　（５）気温、室温等に応じ、十分な水分の補給や休憩時間を確保し、体調の変化に留意す

　　　る。 

　（６）気象庁が高温注意情報を発表した地域や時間帯では、屋外での活動を原則として行

　　　わない。 
　（７）生徒の健康観察を適切に行い、体調が優れない生徒については、無理をさせず、活

　　　動内容を制限したり、休ませたりするなど適切に対応する。 

 

　２　生徒の移動に係る交通安全対策 

　　　生徒の移動は、公共交通機関の利用が基本原則であり、やむを得ない事情
　　等で自家用車や大型バス等を使用する場合には、次の事項に留意し、事故防
　　止に万全を期すようにする。 
　（１）事前に参加計画を作成し、保護者の了解を得ること。 

　（２）運転者には、運転熟練者、交通事故の前歴がない者及び二種免許所有者など、運転

　　　者として適格な者を充てること。 

　（３）運転者の健康状態に十分留意するとともに、無理なスケジュールや過度の走行距離

　　　・時間にならないよう配慮し、安全運転に心がけること。 

※　連続して２時間以上の運転になる場合は必ず休憩を入れること。 

　（４）使用する車両については、法定の検査及び点検並びに日常の整備点検を確実に実施

　　　すること。また、任意の自動車保険（対人・対物・搭乗者等）に加入していることを

　　　確認すること。 

　（５）道路交通法等に基づき、乗車の際はシートベルトを着用するなど、安全に十分心が

　　　けること。 

　（６）不慮の事故等に備えて、保護者の連絡先や健康保険証等を携行すること。 

　　　平成３０年４月３日教保２ 

　　　「運動部活動や体育的行事等における適切な指導及び事故防止の徹底について」 

 

Ⅴ　体罰・不祥事等の防止 

　１　体罰の防止 

　（１）指導者は、生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメント根絶の徹底　

　　　を図る。 
　（２）指導者は、運動部活動指導のチェックシート等を活用し、自らの指導について振　

　　　り返り、その改善に努める。 
　（３）校長は、運動部の活動状況を把握する。 

 

　２　運動部活動の運営等に係る経費 

　（１）運動部活動の運営等に係る経費は、年間計画に基づき、適切な運用を行うもの　　

　　　とし、事前に校長の許可を得る。 
　（２）運動部活動の運営等に係る経費は、保護者の理解を得た上で徴収し、明朗な会計　

　　　処理ののち、保護者会等で決算等について報告する。 

　（３）出納簿や通帳等は管理職により定期的な確認を行う。 

 

　附　則 

　本方針は、令和３年４月１日から適用し、文化部活動についても準用する。


